
 

 
移転対象地区（災害危険区域）
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平成23年3月11日時点において，移転対象地区（災害危険区域）に住まいを所有し、居住

していた方が移転する場合、引越し費用等や建物・土地の取得にかかる費用の借入利子相当

額を助成します。（なお，被災後から平成 24 年 9 月 30 日までの間に事業に着手していたもの

については，さかのぼって補助対象とします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1)

被災時に補助対象区域内にお住まいだ

った方で、住宅もしくはその住宅の敷地

を所有していた方 

(2)

被災時に補助対象区域内で親族が所有

する住宅または親族が所有する敷地に

ある住宅にお住まいだった方 

(3)

上記(1)または(2)に該当する方の居住

のための住宅を建設または購入する親

族の方 

項目 Ⅰ 補助対象額 Ⅱ 上限額 種別

     住居の移転 
家財道具の運搬等に 

要した費用の額 

780,000 円 
（離農等をする場合は 2,372,000 円） 

注：家財道具の運搬を複数回実施の場

合，それぞれに要した費用の合計額 

１

住宅の 
建設等 

住宅建設等にかかる 
利子相当額 

（借入れに係る年利率が８％を超える場合に

あっては，年利率８％として算定した額） 

4,440,000 円 ２

 

 

住宅の
再建  

住宅用地の 
購入等 

住宅用地の購入等にかかる 
利子相当額 

（借入れに係る年利率が８％を超える場合に

あっては，年利率８％として算定した額） 

2,640,000 円 
注：宅地造成されていない土地を購入し，

造成のための資金を借り入れない場合

は 2,060,000 円が上限 

３

別紙１ 

仙仙台台市市東東部部地地域域災災害害危危険険区区域域内内 
移移転転者者支支援援にに関関すするる補補助助金金交交付付事事業業（（概概要要））  

以下の(1)から(3)のいずれかに
該当する方 補補助助対対象象区区域域 対対象象者者

補助金の額は下記Ⅰの金額です。ただし，Ⅱの額が上限です。 補補助助金金のの額額  

移転対象地区（災害危険区域）

【 ご 注 意 】 

○申込みには，以下のことが条件となります。 

・市税を滞納していないこと 

・(1),(2)の方が平成 23 年 3 月 11 日以降に公営住宅に居住

していたことがないこと（応急仮設住宅除く） 

・移転元の住宅について，過去に本事業において，下記種

別 ２ ，３ の補助金の交付を受けたことがないこと 

○集団移転先に移転する場合には，(3)の方が申請することは

できません。 

○補助対象者(3)の方は下記種別 １ の「住居の移転」への申

請はできません。 

○復興公営住宅への移転の場合は，「住居の移転」に関する費

用の補助のみが対象となります。 

○被災前に工事契約等を行っていたものは補助対象外です。 

○集団移転先以外に単独で移転する場合には，市外への移転

も対象となります。 

 

担担当当：：仙仙台台市市  復復興興事事業業局局  復復興興ままちちづづくくりり部部  移移転転推推進進課課  （（相相談談・・申申請請窓窓口口のの詳詳ししいい場場所所ななどどはは裏裏面面へへ））  



 

完了報告書提出 

申請書提出 申請受付 

審査（約 21 日）※

交付決定通知交付決定通知受理 

着手 
（引越し契約，建設業者・不
動産業者等との売買契約） 

交付額確定通知受理 

補助金請求 

補助金受取 

報告書受理 

交付額確定通知

補助金交付

建築物および 
工作物確認手続 

土地所有者等 
【申請者】 

仙台市役所 
【移転推進課】 

区街並み形成課 
民間検査機関等 

※建築基準法にかかるもの 

事業完了

申請前相談（要予約） 

審査（約 14 日）※

相談受付 

完了検査・検査済証交付

着手をする３週間前には 
申請書を提出してください 

（住宅再建の場合） 

手手続続ききののななががれれ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※計画に変更があったときには，変更内容に応じて，変更計画承

認申請や建築確認等の手続きが必要となる場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相談・予約申込ダイヤル 

022-214-8805  
受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで 
 （土曜・日曜・祝休日を除く） 

●申請様式の配布先 
      相談・申請場所にお越しいただくか，仙台市公式ホームページ 

よりダウンロードが可能です。（申請の手引きも掲載しています） 
URL：www.city.sendai.jp/hisaishien/tsunami1.html 

● 相談・申請場所（右図参照）  

     平成24年6月29日までは市役所北庁舎Ｂ棟(１階) 

     平成24年7月 2日以降は市役所本庁舎(４階) 復興事業局移転推進課 

※窓口が混雑することが予想されますので，ご来庁の際は電話で予約してからお越しください。 

※駐車場に限りがありますので，公共交通機関でお越しいただきますようお願いいたします。 

● 担当課   復興事業局 復興まちづくり部 移転推進課 

北庁舎Ｂ棟（１階）

相相談談・・申申請請窓窓口口  

会場案内図 

仙台市役所 
   

※申請前に事前相談を行って

ください。 

 

仙台市役所
本庁舎(４階)


